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論文要旨 

昨今、気候変動を始めとする、全地球的な課題に対して、領域的主権国家が十分な解決能

力を持たないことが明らかになってきた。こうした中で、持続的なガバナンスの機能を形成

し、維持するためには、国家が物事を独善的に決めるのではなく、境界を跨ぎつつ、さまざ

まなステークホルダーが決定のプロセスに関与することで、その「効用」を高めていく必要

がある。その際に、北極で展開する国際関係は注目に値する。それは、国家以外の主体との

協働を通じたマルチレベル・ガバナンスを謳う国際協調プラットフォーム、北極評議会が制

度化され、試行錯誤を繰り返しながら、良い統治（グッド・ガバナンス）に基づく協調関係

の構築が目指されているからである。 

では、どのような国家以外の主体が、ガバナンスに係わっているか。北極政治において、

重要な役割を担っているのは先住民である。背景には、植民地主義が北極にまで及んだ 18

世紀以降、先住民が、国家への包摂と排除の対象となってきたことがあった。植民地の過去

を経て、先住民の権利を承認し、再生し、国家との間で和解させていくことが、特に 1980

年代以降、国家と先住民との「対称性」を取り戻していこうとする動きに乗じて、活発化し

てきた。そこで問われていたのは、社会における多声（ポリフォニー）性をいかに確保して

いけるか、ということであった。 

しかし、こうした現実政治の動態をふまえつつ、先住民を事例に北極政治の多声性を捉え

ようとする先行研究は、十分な実証研究の積み上げがなされぬまま、今日に至っている。そ

の理由は、事物をオポチュニスティックに見ていくことで成り立つ先住民の世界と、反復的

に使用するルールの策定をもって、何らかの事象を統御しようとする国家との「相性」の問

題があったからである。さらに、両者の非対称性にも目を向ける必要があろう。多くの場合、

科学に基づく国家の施策が先行し、そこに先住民の知識をどう取り込んでいくかというベ

クトルが働いてきた。両者の原理的な異なりと、非対称な権力関係は、先住民の重要性が繰

り返し指摘されてきたにもかかわらず、実証的な研究の深度が深まらない要因になってき

た。本稿は、先行研究の動向をふまえつつ、先住民の声と国際関係とを対照させていく試み

の一つとして位置付けられる。 

本稿のライトモチーフを構成するのは、インプット正当性と議論の硬直化との関係であ

る。インプット正当性とは、関連するステークホルダーが、交渉過程に組み込まれているか

どうかで、ある決定の正当性の程度を測る視角である。一般に、インプット正当性を高める

ことは、意見の集約や方向性の差異などによって、議論（過程）を硬直化させ、決定の確実

性を低減させてしまうと指摘される。両者のトレードオフは、現実政治においていかに対処

されているか。本稿が焦点化する論点である。 

本稿では、北極政治を舞台に、多声性（声の複数性）を見ていくことの必要性に触れてい

る。その上で、そうした多声性に応えようとする意識、すなわちインプット正当性を実践的

に行っている場としての北極評議会の実質を説明する。その後、北極評議会とは別立てで、



 

2008 年にデンマーク領グリーンランドのイルリサットにて開催された、北極海沿岸 5 か国

による北極海会議に論を展開する。そこでは、当該会議の概要と、その中で先住民がどのよ

うに扱われていたのかに触れ、また、既存の枠組みである北極評議会との対比を通して、当

該会議の性質を検討する。最後に、北極海沿岸国の一つであるロシアによるウクライナ侵攻

等、近年の情勢をふまえつつ、今後の北極におけるマルチレベル・ガバナンスのゆくえを考

察する。 

  



 

論文の執筆にあたって 

私は北海学園大学法学部に入学してから、高校時代から関心のあった国際関係について

大学２年生から３年生にかけて国際法、国際政治を学んできた。広い意味での国際関係を学

ぶ中で、どこか一つの地域に焦点を当てて深く考えてみたいと思うようになった。大学 3 年

生の時に、政治学科特殊講義の北極地域研究を受講した際に、北極におけるマルチレベル・

ガバナンスについて学ぶ機会があった。その際に、昨今の多様性を尊重する機運の高まりの

中で、ガバナンスにおいても多様性（多層性）を意識したものがあるのだと知り、心魅かれ

るものがあった。また、大学３年時のゼミにおいて、ゼミ論文を執筆する機会があり、自ら

の学びを体現することの楽しさを感じた。それ故、大学４年になって、これまでの学びの集

大成として北極という一つの地域で起きている国際関係―政治について卒業研究として形

を残そうと考え、執筆するに至った。 
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はじめに 

昨今、気候変動を始めとする、全地球的な課題に対して、領域的主権国家が十分な解決能

力を持たないことが明らかになってきた（Young1994）。クリス・ブラウン（Chris Brown）

は、国家の実質的（de facto）な機能の低下を 3つのポイントから整理している（Brown 2003）。

一つ目は、上で指摘した気候変動、すなわち国家のシステムが、グローバル経済の成長に伴

って引き起こされた環境悪化の影響をうまく処理することができないこと。二つ目は、今日

のグローバルな金融システムが、政府主導の通貨管理を試みるために創設されたいかなる

規制（管理）システムをも超えていること。そして、三つ目は人道主義の二重の失敗、すな

わち、一つに今日の経済秩序がグローバルな不平等を増大させる形で機能している点（たと

えば、栄養不良、貧困、暴力、内戦）、そしてもう一つに「成功した」国家の中の不平等も

同時に深刻化し、福祉国家がグローバル資本主義によって押し付けられた再編の波から

人々を守ることのできる可能性が低下したこと、である。 

こうした中にあって、持続的なガバナンスの機能を形成し、維持するためには、国際関係

における国家の法的（de jure）優位性を認めつつ、国家の実質的（de facto）な機能の低下

を認めるところから議論を始めなければならない。その上で、国家が物事を独善的に決める

のではなく、境界を跨ぎつつ、さまざまなステークホルダーが決定のプロセスに関与するこ

とで、その「効用」を高めていく必要がある。その際に、地球のてっぺん、北極（the Arctic）

という地域で展開する国際関係は注目に値する（地図）。それは、後述するように、国家以

外の主体との協働を通じたマルチレベル・ガバナンスを謳う国際協調プラットフォーム「北

極評議会（Arctic Council）」が制度化され、試行錯誤を繰り返しながら、良い統治（グッド・

ガバナンス）に基づく協調関係の構築を目指しているからである。実態としての政府

（government）の存在を認めつつ、機能としてのガバナンス（governance）の実相を明らか

にする上で、北極の政治は興味深い。 

では、どのような国家以外の主体が、ガバナンスに係わっているか。北極政治において、

重要な役割を担っているのは、先住民（indigenous peoples）である。背景には、植民地主

義が北極にまで及んだ 18 世紀以降、先住民が、国家への包摂と排除の対象となってきたこ

とがあった。 

北極には、約 400 万の人が暮らす。うち、先住民は約 50 万人である。植民地の過去を経

て、先住民の権利を承認し、再生し、国家との間で和解させていくことが、特に 1980 年代



2 

 

以降、国家と先住民との「対称性」を取り戻していこうとする動きに乗じて、活発化してき

た。そこで問われていたのは、社会における多声（ポリフォニー）性をいかに確保していけ

るか、ということであった。 

北極の先住民にとって、北極という空間はそれ自体が居住地であり、生業を営む空間であ

る。しかし、その空間は昨今の地球温暖化や資源開発などの影響を受けやすい側面を持って

いるため、その地域で生きる先住民にとっては、単に空間ではない。そのため、近年の温暖

化に乗じて、国家、あるいは多国籍企業等が主導する資源開発や、利益重視の経済政策を推

し進めることは、国益にかなうものだったとしても、先住民にとっては、思わぬ影響を受け

ることがある。持続可能なガバナンスを目指す上で、国家が単独で決定を下していくのでは

なく、先住民を含む多様なステークホルダーが関与し、決定に影響力を行使していくプロセ

スをいかに担保できるかを考える必要がますます高まってきたのである。その帰結の一つ

が既述の北極評議会の制度化だった。しかし、目まぐるしく変化する地球環境と国際情勢を

前に、評議会はさまざまな課題に直面し、枠組みのアップデートを含め、対応に追われるこ

ととなった。 

なお、こうした現実政治の動態をふまえつつ、先住民を事例に北極政治の多声性を捉えよ

うとする先行研究は、十分な実証研究の積み上げがなされぬまま、今日に至っている（Coote 

2016）。この点について高橋は、屋台骨のようなところで問われるべきこととして、先住民

の声と、西洋型の政治制度に基づく国家の意思決定過程との「相性」の問題を指摘する（高

橋 近刊）。要点は、事物をオポチュニスティックに見ていくことで成り立つ先住民の知識と、

反復的に使用するルールの策定をもって、何らかの事象を統御しようとする、科学的な知識

に基づく国家の在り様との齟齬である。両者を「そのまま」の形で突き合せても共振しない

ことは明らかである。さらに、先行研究が指摘するように、両者は対称関係にすらない。多

くの場合、科学が先行し、そこに先住民の知識をどう取り込んでいくかというベクトルが働

いてきた（Omura et al. 2019）。知識と権力の「癒着」の問題である。こうした知識をめぐ

る原理的および権力的な異なりは、先住民の重要性が繰り返し指摘されてきたにもかかわ

らず、実証的な研究の深度が深まらない要因になってきた。本稿は、先行研究の動向をふま

えつつ、先住民の声と国際関係とを対照させていく試みの一つである。 

こうした問題意識および先行研究の現在地に基づき、本論文では、まず、北極政治を舞台

に、多声性（声の複数性）を見ていくことの必要性に触れる。その上で、そうした多声性に

応えようとする意識、すなわちインプット正当性(input legitimacy)を実践的に行っている場
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としての北極評議会について述べる。その後、北極評議会とは別立てで、2008 年にデンマ

ーク領グリーンランドのイルリサット（Ilulissat）にて開催された、北極海沿岸 5 か国によ

る北極海会議（Arctic Ocean Conference）について述べる（詳細は後述）。ここでは、当該

会議の概要と、その中で先住民がどのように扱われていたのかに触れ、また、既存の枠組み

である北極評議会との対比を通して、当該会議の性質を検討する。最後に、北極海沿岸国の

一つであるロシアによるウクライナ侵攻等、近年の情勢をふまえつつ、今後の北極における

マルチレベル・ガバナンスのゆくえを考える。 

 

多声性を見る 

繰り返すが、北極における多声性を検討する上で重要な場となるのが、北極評議会である。

北極評議会は、1996 年 9 月の「北極評議会の設立に関する宣言（Declaration on the 

Establishment of the Arctic Council）」（以下：オタワ宣言）に存立の根拠を置く、人間社会

の多声性に焦点を当てるハイレベル・フォーラムである。オタワ宣言にはこのような条文が

ある。 

 

【宣言前文】北極の問題に対処する際に、協力活動を促進するための手段を提供し、そのよ

うな活動において、先住民およびその共同体ならびに、北極の他の住民との十分な協議およ

び関与を確保することを希望する。 

 

【1 条 a】北極の共通課題、特に北極の持続可能な開発と環境保護に関する課題について、

北極の先住民やその他の北極住民の参加を得て、北極諸国間の協力、調整、交流を促進する

ための手段を提供する。 

 

宣言から読み取ることができるポイントは、国家に特権的な立場を与えるのではなく、先

住民およびそのコミュニティとの十分な協議を確保する評議会の姿勢である。上の条文を

根拠として、北極評議会には、6 つの先住民団体が加盟する。6 つの団体は、常時参加者

（Permanent Participants）という地位にある。常時参加者は、最終的な決定権を持たない

ものの、政治の作動に影響を与え、評議会存立の正当性の根拠となってきた。そして、こう

した正当性は、先住民の側からもエンカレッジされてきた（Coote 2016: 39）。 
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上で触れたように、多声性という論点が北極評議会を構成する重要な要素になった背景

には、18 世紀以降の植民地の経験と、特に 1980 年代以降の国家―先住民間の「和平交渉」

があった。北極評議会が設立されたのも、こうした機運の高まりと同一線上に位置付けられ

るだろう。以下では、多声性という視角を念頭に置きつつ、評議会設立の経緯を振り返りた

い。 

評議会設立の起点となったのは、1987 年のソビエト連邦書記長ミハイル・ゴルバチョフ

（Mikhail Sergeevich Gorbachev）による演説だった。彼は、北極圏内にあるロシア最大の

港湾都市の一つ、ムルマンスク（Murmansk）において、北極の環境保護に関する協力を促

進する演説を行った（稲垣・幡谷 2020: 205）。ゴルバチョフによるムルマンスク演説の前ま

で北極は、米ソ冷戦の影響を色濃く受けていた。アメリカとロシアは、北極海を挟んで対峙

しており、地政学的にも不安定な空間であった。それゆえに、このムルマンスク演説は、北

極を冷戦下の不安定な地域から国際的、平和的な空間へと変貌していくきっかけとなるも

のであった。この演説の後、評議会の前身となる北極圏環境保護戦略（Arctic Environmental 

Protection Strategy 以下：AEPS）が発足した（稲垣・幡谷 2020: 206）。AEPS は、北極評

議会の加盟国であるカナダ、アメリカ、デンマーク、スウェーデン、フィンランド、ノルウ

ェー、アイスランド、ロシアの北極 8 カ国から構成された。しかし、AEPS の発足当初は、

協議の場に先住民は制度的に組み込まれていなかった。北極評議会設立に向けた動きの中

で、力点をおいた部分が先住民の存在を意識することであった。なぜならば、先住民は北極

圏の保護者であり、環境保護対策に新たな光を与え、貴重なスキルを提供できる知識保持者

であると観念的に考えられているだけでなく、環境変化の影響を最も受ける最前線で暮ら

している存在として認知されるようになったからだった（Koivurova 2008; Nuttall and 

Callaghan 2000; Lindroth and Sinevaara-Niskanen 2013）。とりわけ 1980 年代以降のグロー

バルな先住民の権利再生運動は、こうした動きを加速度的に進展させた。北極の先住民の多

くは、自然環境と密接に関係を持ちながら生活しており、過酷な自然環境に適応するための

「在来の知識（local knowledge）」を持っている。在来知はしばしば科学的な知識と対照性

を持つものであるがゆえに、両者をいかに掛け合わせて（incorporate）、良い統治を形作っ

ていけるかが問われたのである。 

実際に、北極評議会の作動を具体化させた 1998 年（2013 年改正）の手続規則（Arctic 

Council Rules of Procedure）第 5 条には、「宣言に従って、北極評議会内の北極先住民の代

表の積極的な参加と完全な協議を提供するために、常時参加者のカテゴリーを創設する。こ
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の原則は北極評議会のすべての会議と活動に適用される」とあり、北極先住民が常時参加者

として評議会の活動に参加し、大きな影響力を持つことを保障するに至っている。先住民の

影響力については、手続規則の他の条項からも確認することができる（第 13 条、15 条、19

条）。規則の共通点としては、「常時参加者との完全な協議」というキーワードを挙げること

ができるだろう。手続規則の各条文は、先住民団体が有する影響力を見定めていく上で、一

定の根拠となっている。もちろん、こうした条文が実質的な意味を持つためには、先住民の

側からの積極的な関与が必要になることは言うまでもない。コーテ（Michaela Louise Coote）

によれば、彼女のインタビューを受けた全ての常時参加者（という枠組みに参加する先住民）

は、評議会を問題解決の場と捉えている。具体的には、所属する国家との間で政治化する問

題を解決する場として、北極評議会を位置付けている。 

 

先住民の声は、国家との協議などを通じて、取り決めをまとめる過程に影響を与えうる。

この限りでは、先住民は意思決定（decision-making）の局面には影響力を行使できないが、

意思の具現化（decision-shaping）に際して自らの声を反映させるチャネルを有していると

いうことになる。したがって、北極評議会は、その背骨において、多声性に価値を置く実践

的な場なのである。 

 

2008 年 5 月、北極海会議 

時が下るにつれて、北極における気候変動の進行や海氷の減少が広く知られるようにな

った。これに伴い、資源開発と航路利用などの可能性が高まると、北極海沿岸国のみならず、

非沿岸国からの北極への関心が急速に高まった。その結果、とりわけ北極圏において、資源

や開発をめぐる競争、すなわち北極間競争（race of the arctic）が展開されるようになった。

象徴性を持ったのは、ロシアが「深海潜水艇で北極点の真下、海底約 4000 メートルに到達

し、海底にロシア国旗を立てた」ことだった（AFP 2007）。北極海は、その帰属を明確にす

る単一の条約・合意が存在していないため、法（ハードロー）的には「誰のものでもない」

海域であり続けてきた。それは、北極に存在する厚い海氷が、海域および海底に対する法的

調査を困難なものにしてきたことに一因があった。ところが、近年の気候変動の影響を受け、

海氷の溶解がドラスティックに進行したことに伴い、この法的状況は利害対立の火種と化

すこととなったのである。国旗を海底に立てる行為は、ロシアが北極海に進出することの正
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当性を高めようとする狙いがあったのではないかと推察できる。ロシアのアルトゥール・チ

リンガロフ（Artur Chilingarov）下院副議長は、母船の極地観測船アカデミック・フョード

ロフ（Akademik Fyodorov）上で、｢北極点海底はロシア大陸棚の最北端の境界だ。よって

領海の境界を確定する必要がある｣（AFP 2007）と意欲を表明し、北極海の領有権を巡る争

いが一層複雑化することを予感させた。この一件に対しては、「ロシア側の主張は米政府を

はじめ世界の大半の国から冷ややかに受け止められた」（AFP 2007）と評価する者もいた。

また、国際弁護士たちは、ロシアが国旗を立てる行為を「根拠がない」と一蹴した（Dodds 

2013）。クラウス・ドッズ（Klaus Dodds）は、「法的に言えば、何も心配することはない。

国旗掲揚事件など、取るに足らないこと」(Dodds 2013)と指摘した。加えて、アメリカ国務

省のトム・ケーシー（Tom casey）副報道官は、ロシア側の主張は国連海洋法条約（United 

Nations Convention on the Law of the Sea1 以下：UNCLOS）に基づいているが、アメリカ

はその条約に調印していないと指摘した（AFP 2007）。また、たとえ条約に基づくものだと

しても、「根拠が薄い」との見解を示した（AFP 2007）。以上のように、ロシアの主張には

根拠がなく（もしくは薄く）、国旗を掲げることはほとんど意味を持たないことが、少なか

らぬ識者から示されることとなった。ただし、かつては、国旗の象徴性から、その国の主権

を表する役割があった。そのため、ロシアの行為は、法的な側面よりも政治的なメッセージ

としての側面が強く、大航海時代、植民地時代、地政学的競争の記憶を呼び起こす強力なシ

ンボルとなり、世界中で論争を巻き起こしたのである（Rahbek-Clemmensen and Thomasen 

2018）。実際に、当該期北極において問題になっていたのは、北極海への主権的権利

（sovereignty right）を取得する前段として、複雑な地形を有する大陸棚の帰属先をいかに

して決めていくかということだった。包括的な法的枠組みの不在は、海域で起こり得るさま

ざまな事象を、各国の国内法や個別の条約から処理していくことを意味しており、沿岸国間

の権利関係を複雑にさせてしまう恐れを内包していた。ロシアの行為は、中央北極海の大陸

棚海底に対する領有権主張など、多数の未解決の国境紛争をさらに複雑化させ、統治されて

いない地域と領土（海）と資源の差し迫った競争という印象を強めることになった（Rahbek-

Clemmensen and Thomasen 2018）。北極には秩序が十分に形成されていないのではないか

という懸念を国際社会に示すことにつながったのである。 

資料的な制約があり、十分な実証性を担保できないが、北極海会議が開催されるにいたっ

たのは、北極海沿岸国がこうした問題を喫緊の課題として認識し、協議の場を設ける必要性

に駆られたことがあったのではないかと考える。加えて、ロシアの国旗掲揚を目撃した非北
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極圏国からは、北極海へと関与を強めようとする動きが認められた。例えば、「北極圏のガ

バナンスの機能が不十分であることが紛争を引き起こし、延いてはそれが世界に波及する

ことを懸念した、欧州議会や NGO などの専門家や北極圏外の関係者は、南極条約をモデ

ルとした 北極条約など、より強 固な制度の確立を求め 」（ Rahbek-Clemmensen and 

Thomasen 2020）ていく動きがそれにあたる。とりわけ、EU はそれまで北極にほとんど関

心を示さなかったが、欧州委員会、高等弁務官、欧州議会は 2008 年に 3 つの北極関連文書

を発表し、EU の新しい戦略的関心を示していた。北極海沿岸 5 か国は、国際社会が北極海

に関心を示し、進出してくることで、北極圏における自らの立場を弱め、ガバナンスの実効

性を低下させることを懸念した（Rahbek-Clemmensen and Thomasen 2020）。そのため、ガ

バナンスの実効性を低下させることを阻止したいという思惑が、沿岸 5 か国の中で一致し

たことも北極海会議の開催を促したのではないかと考える。 

もちろん、北極圏の領有権に関する問題を既存の枠組みである北極評議会で話し合うこ

ともできたのかもしれないが、オタワ宣言注釈 1 に明記されているように、評議会では軍

事・安全保障に関わることは扱わないことになっている2。領有権をどう定義付けるかにも

よるが、国家の専管領域として理解すれば、広く安全保障に関わる事案として定位されるも

のであり、北極評議会の場では十分に話し合うことができないという可能性があった。加え

て、評議会とは別立てで会議を開催したのは、北極評議会の関係主体の多様化とも関係して

いるのではないかと考える。2008 年当時、日本を始めとした、非北極圏国は評議会に参加

していなかったが、評議会には、沿岸 5 か国と同時に、非沿岸 3 か国（スウェーデン、アイ

スランド、フィンランド）、そして常時参加者やオブザーバーなど多様なステークホルダー

が加盟していた。そのため、北極海の領有権問題を争点としたときに、利害が多様化し、議

論が流動化—不安定化―する恐れがあった。たとえば、北極評議会を含む北極圏の諸機関は、

国家以外の主体が意思決定への影響力を強めるにつれて、関係主体間の強い論争を引き起

こし、決められない政治に直面する可能性が、先行研究において指摘されてきた（Rahbek-

Clemmensen and Thomasen 2018）。それは、国家と非国家という対立軸だけでなく、非国

家間でも同質の利益相反が起こり得ることを意味した。実際に、一部の NGO が北極圏を環

境保護区にすることを推進したのに対して、多くの先住民族グループはこれに反対すると

いった論争が生起している。多声性を確保していくことは北極政治の基層を成すが、同時に、

多様なステークホルダーの声の集積は、決定していくことをより困難にさせる。それゆえに、

沿岸 5 か国は、ガバナンスの実効性が低下することを阻止しながら、喫緊の問題であった
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領有権問題に対応する必要があったのである。 

もっとも、こうした「流動性」は、北極政治が持つ魅力としての「多様性」と表裏一体の

関係にあることも忘れてはならない。北極のガバナンスは、「様々なアクターがこの地域の

基本的な制度構造について議論し、意見を異にし続ける」（Breum 2018）点で、常に高い流

動性をもってきた。しかし、もう一方で、「十分に機能する秩序は、地域の意思決定に、関

係するアクター（非北極海沿岸国や団体、北極海沿岸の先住民グループ、国際機関、NGO

など）」（Rahbek-Clemmensen and Thomasen 2018）を含めることで形作られ、また自然化

していくという前提を共有しており、特に冷戦後の北極政治は、こうした流動性を積極的に

引き受けてもきた。この限りでは、北極海会議は北極政治が持つ理念と、ドラスティックに

変化する北極政治の実態との狭間で選択された例外的な措置として位置付けることもでき

るかもしれない。 

 

北極海会議の概要 

 2008 年 5 月 27 日から 29 日にかけてグリーンランド・イルリサットにて開催された北極

海会議では、デンマークとグリーンランドの呼びかけに応じたロシア、カナダ、ノルウェー、

アメリカの閣僚が一堂に会して、北極の秩序形成に向けた話し合いがもたれた（高橋 2013: 

232）。参加国は北極海沿岸国の 5 か国であり、北極評議会に属するほかの３か国であるフ

ィンランド、アイスランド、スウェーデンは招待されなかった。この会議はチャタムハウス

ルールが適用されており、非公開の会議であった。ホストは、提案者であるデンマーク外相

ペア・スティ・ムラー（Per Stig Møller）とグリーンランド自治政府首相ハンス・エノクセ

ン（Hans Enoksen）が務めた。北極海会議は、北極海での領有権主張が重なり合う国家間

による「北極間競争（race of the Arctic）」が危険視される中、2007 年秋にムラーが発表し

たデンマークのイニシアティブによるものであった(Wikileaks 2008)。参加者はアメリカ国

務副長官ジョン・ネグロポンテ（John Negroponte）、カナダ天然資源相ゲリー・ルン（Gary 

Lunn）、ノルウェー外相ヨーナス・ストーレ（Jonas Store）、ロシア外相セルゲイ・ラブロ

フ（Sergey Lavrov）、そしてグリーンランド外相のアレカ・ハモン（Aleqa Hammond）であ

った。会議では、北極海の海氷衰退に伴う地下資源開発および海上交通の商業的利用可能性、

法的枠組みの検討、気候変動が海域に住む先住民に与える生活の影響、国連主導の平和的・

協調的利用の提案等がなされた。 
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北極海会議の前身として、オスロで会合がもたれていたことも、ここで確認しておきたい。

2007 年、ノルウェー主導の下、沿岸 5 か国の高官が一堂に会して、北極海への海洋法の適

用可能性について会談が行われた（Stoltenberg's 2nd Government 2007）。そこでは、北極

海会議、延いては会議の成果として発出されるイルリサット宣言へと至る動きの前段階と

なるような議論が交わされていた。また、この他にもオスロでの会議では、「海洋環境の保

護や航行の自由、海洋科学研究及びそれぞれの大陸棚の外側限界の設定に関連する海洋法

の適用及び国内実施について議論」（Stoltenberg's 2nd Government 2007）され、加えて、

「参加国及び他の利害関係国との協力を継続することについてのコミットメント」

（Stoltenberg's 2nd Government 2007）が強調された。北極海会議は、こうした積み上げの

上に開催されたことに留意したい。 

北極海会議には、AFP やロイター通信社など 50 人以上の報道関係者が、デンマーク外務

省をはじめとする 4 カ国の協力を得てイルリサットに向かっていた（Breum 2011: 44）。会

議は注目度の高いものであったのだろう。理由としては先に述べたように、ロシアによる北

極海海底での国旗掲揚が行われたことをきっかけに、北極海における緊張（北極間競争）が

高まっていたことがあったと考える。もう一つの理由としては、先述のように、北極評議会

に参加している 8 か国のうち、北極海沿岸国の 5 か国のみによるものであったことである。

北極評議会とは別の会議を設置したことについては賛否が分かれている。その主な論点に

は、関係主体を制限して北極の秩序について議論しようとしたことが挙げられている。 

 

北極海会議 目標 

では、北極海会議は具体的にどのようなことを目指した会議だったのか。第一義的には、

「北極海域における法的枠組みを検討することと同時に、気候変動に伴う万年雪や海氷・氷

床の融解によって変化する先住民の生活状況に対して、その保護と持続可能な成長のバラ

ンスを図っていくための新たな目標設定、そしてその枠組みを議論すること」（高橋 2013: 

233）があげられる。ここから、会議の目標は主に、北極地域の法的枠組みの検討と先住民

の保護と持続的な成長に関することに焦点が当てられていたことがわかる。 

また、会議の共同主催者であるグリーンランド側からは、重点課題に関する言及がなされ

ていた。すなわち、「気候変動が先住民に与える影響や、北極圏の持続可能な経済成長を促

進する方法などに重点を置いている」(Wikileaks 2008)ことを表明していた。この部分から、
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グリーンランドは、北極海会議で先住民に関連することや経済成長について優先して会議

に臨もうとしていたことがわかる。また、在デンマーク・ロシア大使のティムラズ・ラミシ

ヴィリ（Teymuraz Ramishvili）は、ロシア政府の見解として、北極海会議の開催に向けて

尽力したデンマークとグリーンランドを評価した上で、デンマークと同様に、自国内に先住

民社会を有していることに触れ、「北極海会議における開発計画が現地住民・先住民や彼ら

の自然環境を無視したものであってはならない」ことを強調した（高橋 2013）。もっとも、

先住民の存在を可視化していくことは、北極評議会、延いては北極政治全体の根幹に係わる

ことであり、特別なことではなかった。また、2007 年の時点では、北極の経済と環境の両

面を考慮し、先住民の完全な参加を得た上で、地域の持続可能な発展を目指すという、北極

評議会の主要目標を確認し、また踏襲する「厳粛な宣言（solemn declaration）」を沿岸 5 か

国間で行うことが予定されていた（Rahbek-Clemmensen and Thomasen 2020）。 

ところが、結論を先取りすれば、実際の協議の場に先住民はいなかった。北極海会議、そ

してその後発出されたイルリサット宣言からの教訓を引き出すべく編まれた、コペンハー

ゲン大学軍事研究センターの報告書（以下：CMS レポート）によれば、重要なステークホ

ルダーであるはずの先住民は不在だった（Rahbek-Clemmensen and Thomasen 2018）。北

極での緊張の高まりや沿岸 5 か国の北極海に対する法的正当性の確保など、さまざまな懸

念事項があった。そのため、いくつかの先行研究の成果に基づけば、北極海会議では、グリ

ーンランドの掲げる先住民の存在を意識した議論よりも、あくまで国家間の利害に基づく

議論がなされたようである。 

 

北極海会議 成果 

では、ここからは北極海会議の成果を確認する。まず、北極海会議の成果は、北極条約な

どの新しい制度を確立しないことを決めた、という点に見出せる。その上で、UNCLOS に

象徴される現行の法規範に則ったガバナンスを構築することを宣言した。北極海会議は、今

後の北極海のレジーム形成の土台となるような会議だったのである。これに関しては、オス

ロ会議で議論されていた「北極海には、特に海洋法を含む広範な国際的な法的枠組みが適用

可能であることを確認した」（Stoltenberg's 2nd Government 2007）という論点と接続する

だろう。オスロ会議と北極海会議の関係については、北極海会議から 10 年を経て、ふたた

びイルリサットに集まった沿岸 5 か国の様子を観察したデンマーク人ジャーナリスト、マ
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ーチン・ブレウム（Martin Breum）による時事評論に示されている。

 

「ロシアのラブロフ外相とアメリカのネグロポンテ国務副長官（当時）がグリーンラ

ンドのイルリサットで、北極海に面する 5 カ国の高官による歴史的な宣言に調印し

たのは、そのわずか 8 カ月後である。10 年経った今でも、北極圏の平和、協力、国

際秩序にとって重要な足場と評価されている。」（Breum 2018）

  

また、ヨン・ラーベック・クレメンセン（Jon Rahbek-Clemmensen）とグリュ・トマセン

（Gry Thomasen）が 24 人の外交官や政治家にインタビューした結果、イルリサット宣言

に署名した者は平和、捜索救助、海洋環境の保護を約束したことが明らかになった（Breum 

2018）。 

 

北極評議会と北極海会議の違い 

 一般に、海国境は「陸国境ほどに国家の二カ国間関係にとって切実な相互の安全保障上の

緊要性が高くないことで」(岩下 2010：1)、「解決のモメンタムは失われやすく、係争解決

の遅滞は永続化する傾向が強」(岩下 2010：2)く、事態が複雑化する性質を有しているとさ

れる。この限りでは、2008 年のタイミングで、北極海の秩序形成に向けた舞台を設定した

北極海会議の持つ意味は大きかっただろう。 

しかし、そこで合意に達したことと、既存の枠組みである北極評議会との関係を、私たち

はどのように理解できるだろうか。この点を考える上で俎上に載せたいのは、インプット正

当性(input legitimacy)の観点である。インプット正当性とは、関連のあるステークホルダー

とみなされるアクターが含まれているかどうかで、ある決定の正当性の程度が測られ、より

多くの関係者が意思決定に参加すれば、その正当性は高まることを捉える視角である。これ

を踏まえた上で、評議会と会議のインプット正当性の程度を検討する。 

北極評議会は、8 か国のメンバー（北極圏諸国）、6 つの常時参加者 （先住民団体）、そし

て 39 のオブザーバー（非北極圏諸国、NGO、政府間・議会間組織）で構成されている（た

だし、オブザーバーがこのスケールになったのは 2013 年、スウェーデン・キルナでの北極

評議会閣僚会合以降である）。評議会は、多様なステークホルダーが参画していることがわ

かる。特に、常時参加者は、オタワ宣言第２条の中で、「常時参加者のカテゴリーは、北極
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評議会における北極圏先住民の代表者の積極的な参加と完全な協議を提供するために創設

されたものである3」とされており、中核的なステークホルダーとして位置付けられている。

民主主義の赤字（democratic deficit）を回避していくこと、つまり決定の民主的正当性を高

めていくことに焦点を絞れば、北極評議会におけるインプット正当性は高いレベルにある

と言える。一方で、北極海会議においては沿岸 5 か国のみが参加しており、前述したように

先住民の可視化が十分になされているとは言い難く、評議会に比して会議の閉鎖性は否定

できない。これに関連する指摘としては、以下のようなものがある。 

 

「北極海会議は沿岸 5 か国しかおらず、北極評議会の常時参加者やオブザーバーの

ような正式なカテゴリーがない。その意味で、イヌイットや地元コミュニティ、沿岸

国以外の国家が北極海において正当な利益を持ち、関連するステークホルダーとな

りうることを認めるならば、より関連性の高いステークホルダーが会議内で正式な

立場を持たないため、北極海会議は北極評議会に比べてインプット正当性に欠ける

ことになる」（Rahbek-Clemmensen and Thomasen 2020） 

 

こうした論点は、自動的に意思決定の局面について検討することを要請するだろう。なぜ

ならば、交渉過程は、ある決定へと至る局面と不可分の関係にあるからである。まず、北極

評議会のコンセンサスについては、オタワ宣言の第 7 条にて、「北極評議会の決定は、メン

バーのコンセンサスによるものとする4」と明示されている。それに対して、北極海会議は、

「沿岸 5 か国には意思決定に関する明確な制度的ルールはないが、事実上、沿岸国間のコ

ンセンサスが必要である。したがって、意思決定にはメンバーのコンセンサスを必要とする

北極評議会に似ている」（Rahbek-Clemmensen and Thomasen 2020）とされている。 

会議の成果はイルリサット宣言として出されているが、チャタムハウスルールの適用ゆ

えに、その宣言を取りまとめる中で、誰がどのような発言をしたのか、会議の詳細に迫るこ

とは極めて困難である。しかし、上の記述をふまえると、評議会も会議も、関係主体間の
．．．．．．

コ

ンセンサスに基づき、決定がなされていることが分かる。しかし、これまで見てきたように、

交渉の場に参画していた主体は、評議会と会議では大きく異なっており、この点で、会議の

決定は評議会のそれに比してどの程度正当性を確保できるのか、詳細な検討が必要である。

前述のブレウムによれば、北極海会議は中身のあるものではなかったという。ブレウムは一

貫してグリーンランドの利害に関心を寄せて評論を書き続けてきた。こうした背景を加味



13 

 

すれば、会議の奥行きに否定的な見解を示したブレウムの記述から読み取れることの一つ

は、会議の民主的正当性への疑問だろう。つまり、会議における先住民の発話位置（speaking 

position）が、評議会に比して、十分に確保されていなかったことへの疑義である。 

 

先住民をどのように捉えていたのか 

実際に、北極海会議は先住民の声を重視していなかったのではないかといういくつかの

指摘がある。たとえば、当時、アメリカ合衆国上院議員であり、その後国務長官となるヒラ

リー・クリントン（Hillary Diane Rodham Clinton）によると、北極海会議では、先住民は

不在だった。クリントンは、先住民や地域社会を代表する組織を、すべての関連協議に参加

させるべきだと主張していた。しかし、沿岸 5 か国は、北極評議会に見られる常時参加者と

しての地位と同等の正式な役割を、先住民などの関係者に明白に割り当てようとはしなか

った（Rahbek-Clemmensen and Thomasen 2020）。 

クリントンは、特に先住民が会議から排除されていることを公然と批判し、北極圏の主権

と資源管理に関する議論から、イヌイットやファースト・ネイションなどの先住民のコミュ

ニティが組織的に排除されているのではないかと指摘した。また、前述のラーベック・クレ

メンセンとトマセンによれば、「デンマーク外相はイルリサット会議（註執筆者―北極海会

議）直後に発表した論説で、北極圏の国際機関は地元や先住民の団体の意見を聞き、意思決

定に含めることが重要だと強調したが、イルリサットでこれらの団体が発言しなかった理

由には触れなかった」（Rahbek-Clemmensen and Thomasen 2020）としており、この文章か

らも会議の参加者は先住民の存在を保障するものではなかったことが確認できる。イルリ

サット宣言からの教訓を引き出すべく編まれた CMS レポートによれば、「イルリサット・

イニシアティブと沿岸 5 か国は明らかに非北極圏主体、先住民、NGO を特定の意思決定構

造から排除」していた。また、排除された主体の多くがそれを暗黙の了解としていることに

ふれつつ、「この点は依然として議論の余地がある」と指摘している（Rahbek-Clemmensen 

and Thomasen 2018）。 

一方で、先住民の姿が全く見えなかったわけではないことも、指摘しておかなければなら

ない。北極の先住民団体の一つ、イヌイット環極北会議のアッカルック・リュンゲ（Aqqaluk 

Lynge）など、一部の先住民には会議のオープニングにてプレゼンテーションを行う機会が

与えられていたからである。 
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「国際気候環境研究センター（オスロ）所長のパル・プレストラッド（Pal Prestrud）、

イヌイット環極北会議副議長のアッカルック・リュンゲが地域住民や先住民の問題

について、元ロシア運輸大臣でロシアの海運会社 Sovcomflots の CEO セルゲイ・フ

ランク（Sergey Frank）が北極での商業機会について講演を行った」(Wikileaks 2008) 

 

しかし、現在へと至る道筋を示した重要な会議であったのにもかかわらず、先住民の発話

が十分に確保されていなかった蓋然性が高いとすれば、北極政治の根幹をなす多声性は考

慮されていなかった、もしくは先住民が議論から疎外されていたと見ることもできるだろ

う。「北極圏の秩序は、NGO、先住民組織、非北極圏の国や団体も重要な意思決定の影響力

を持つが、依然として国家、特に沿岸国が主導権を握っている」（Rahbek-Clemmensen and 

Thomasen 2018）とする指摘は、まさに北極海会議の実質を説明している。 

もっとも、このことを実証する資料的制約は、本稿にもたぶんに影響している。北極海の

沿岸国の利害が強く押し出されている協議の場において、国家の利害関係の狭隘にいた先

住民はどのような位置づけにされていたのかを北極海会議から検証することは、今後の北

極のガバナンス（先住民を含めた多様なステークホルダーによるマルチレベル・ガバナンス）

のあり方や発展性、或いは脆弱性を検討する潜在的に重要なテーマではないかと考える。 

 

イルリサット宣言から 

 それでは、北極海会議の成果であるイルリサット宣言にはどのような文言が組み込まれ

ているだろうか。いくつか抜き出してみたい。 

 

「北極海は、大きな変化の入り口に立っている。気候変動と氷の融解は、脆弱な生態

系、地域住民や先住民の生活、天然資源の開発の可能性に影響を与える可能性がある」 

 

「海運災害やそれに伴う海洋環境の汚染は、生態系のバランスを崩し、地域住民や先

住民の生活に大きな被害を与える可能性があることは、これまでの経験からも明ら

かである」 
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 イルリサット宣言には、生態系の保護、先住民や地域社会の良好な生活環境の維持など、

非常に幅広い目標が含まれている。そして、上の引用文からも明らかなように、宣言は、先

住民の暮らしが、自然環境と密接に結びついていることを強調している。しかし、その一方

で、宣言からは、当初想定されていたよりも先住民の権利に消極的だった沿岸国の意向が読

み取れる。その象徴は、「地域住民や先住民」という表現だろう。先述の CMS レポートに

よれば、宣言は「『先住民（indigenous peoples）』を『地域住民および先住民共同体（local 

inhabitants and indigenous communities ）』 と 言 い 換 え 」（ Rahbek-Clemmensen and 

Thomasen 2018）ることで、合意に至ったという。つまり、先住民を前面に出さない形とな

った。ニコライ・ピータセン（Nikolaj Petersen）によれば、先住民を前面に出さないこと

は、会議の前に沿岸５か国間で回覧していたディスカッションペーパーの時点で、合意に達

していた（Petersen 2015）。 

 なぜそうなったのだろうか。これを考える上で重要なポイントは、沿岸 5 か国を構成す

るアメリカとカナダの存在である。アメリカやカナダは、人口比では少数民族や先住民の人

口は多数派とならないが、その数（tribes）は多く、先住民の権利剥奪の歴史がある。両国

ともそうした歴史的身体をふまえながら、多文化社会の名の下に、独自に、そして真摯に対

先住民関係を築いてきた。しかし、そうであるがゆえに、自前の施策との整合性には敏感に

ならざるを得なかった。最大公約数的な共通項をあげれば、以下 2 点は特に重要な論点と

なった。 

1. グローバルに合意された先住民の明確な定義が存在しないことで、先住民と非先住民

との明確な境界線が引けないこと――①先住性、②被支配性、③歴史の共有、④自認と

いう定義らしきものがあることには一定の合意がある。しかし、この条件に照らして、

自らを「先住民」だと主張し、権利を獲得しようとする主体をどのように扱うかについ

ては合意がない――。 

2. 特定の民族を特権的に扱うことに対して、他の民族との調和を模索する際に不都合で

あったこと。 

北極海会議においても、先住民の取り扱いは国内における政治的な問題を惹起する極め

て繊細な事柄であった。事実、2007 年に採択された「先住民の権利に関する国際連合宣言

（United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples）」（以下：UNDRIP）に

おいて、アメリカとカナダは反対票を投じている。反対票は 4 か国から投じられ、うち 2 か

国が北極海沿岸国だった。イルリサット宣言においても、特にアメリカは、先住民という用
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語の焦点化には反対していた。 

 

会議の様子から 

デンマーク外相ムラーは、イルリサットでの会議直後に発表した論説で、北極圏の国際機

関は地元や先住民団体の意見を聞き、意思決定に含めることが重要だと強調した。さらに、

「何世紀にもわたってこの地で漁業や狩猟を行ってきた先住民を尊重し、北極海の持続可

能な開発を行う義務がある」とも発言している（Ritzau 2008）。加えて、イルリサット宣言

に対しては、「北極評議会と IMO のフォローアップや、北極圏の地元住民への影響を考慮

することが不可欠であるといった行動事項をまとめ上げた」(Wikileaks 2008)とした。これ

に対して、グリーンランド自治政府首相エノクセンは、「この会議を企画したムラーと、グ

リーンランドを支援するデンマーク政府に感謝し、デンマークが先住民の扱いについて他

の国々の模範となることを希望する」(Wikileaks 2008)と述べている。 

ウィキリークスが公開した資料によれば、ムラーは「会議の重要性に同意し、北極圏の先

住民の声をその会議に反映させるよう求め」(Wikileaks 2008)たという。実際に、ムラーと、

イヌイット環極北会議のリュンゲとの間で、会議において以下のようなやり取りが交わさ

れている。 

 

「リュンゲは、過去の植民地時代の誤り5を強調し、"北極圏はすべてのイヌイットが所

有している"と主張した。北極圏での新たなチャンスに恐れを抱いているかというムラ

ーの質問に対して、リュンゲは「私たちが対応に加わっていれば、何も恐れることはな

い」と答えた。また、アメリカの研究者との協力関係の強化を積極的に挙げ、"我々は

あなた方の援助を必要とし、あなた方は我々の（伝統的な）知識を必要としている"と

締めくくった」(Wikileaks 2008) 

 

このように、リュンゲは北極圏における先住民の政治的参加、先住民の政治的介入を主張

している。こうした主張は十分な支持を得ながら発出されたものだった。たとえば、前述の

カナダ天然資源相ルンは、北極の領有権主張は国家の専権事項であることを認めつつも、北

極圏の地元住民や先住民が意思決定に関与するべきであると述べている(Wikileaks 2008)。

また、ロシア外相のラブロフは、先住民に対する態度について、北極海会議の場で以下のよ
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うな発言をしている。 

 

「先住民の参加について、ロシアは先住民の懸念に『注意深く』耳を傾けており、先

住民の権利保護はロシアの北極圏政策に『不可欠』である」(Wikileaks 2008) 

 

しかし、イルリサットでこれらの団体にどの程度発言の機会が与えられていたのかにつ

いて、ムラーは何も語らなかった（Rahbek-Clemmensen and Thomasen 2020）。上に引用し

た箇所を含め、明らかになっている事実に即せば前述の通り、リュンゲをはじめ、一部の先

住民には発言の機会が与えられていた。しかし、イヌイット環極北会議カナダ支部代表のデ

ュアン・スミス（Duane Smith）6によれば、「イヌイットは、いくつかの言葉を求められ、

グリーンランド自治政府のメンバーも（デンマーク代表団の一員として）会場にいたが、公

式な代表にされていなかった。同様に、カナダの代表団にもイヌイットの姿はなかった」と

いう（PIPLinks 2009）。問題は「いくつかの言葉を求められ」たことの実質がどのようなも

のであったのか、である。ここまでの議論をふまえれば、先住民団体の代表であるリュンゲ

が発言する場（立つ席）は用意されていたが、座る席はなかったことが措定される。この点

で、多声性という観点は十分に機能していなかったといえよう。 

 

北極海会議のその後 

北極海会議の後、2010 年までは、関係主体を沿岸 5 か国に限定したフォーラムを公式に

設立する可能性があったという（Rahbek-Clemmensen and Thomasen 2020）。特に、一部の

アメリカの外交官は、沿岸 5 か国によるフォーラム形成に前向きであった。この背景には、

ジョージ・W・ブッシュ（George Walker Bush）の政策態度があった。彼は、「北極地域政

策指令（Directive on Arctic Region Policy January 9, 2009）」の中で、北極のガバナンスに

ついて、アメリカは、「北極評議会が現在の権限内の問題7に専念するハイレベルなフォーラ

ムであり続けるべき」(White House 2009)としたが、一方で、「北極評議会の活動を抜本的

に改善し北極評議会の一般的な任務と一致する範囲において、補助機関の統合や運営上の

変更を含む、評議会の構造を更新することに前向きである」(White House 2009)とも表明し

ている。ここから、ブッシュは北極評議会に物足りなさを感じていたことが見て取れる。ウ

ィキリークスによれば、北極海会議開始前に行われたアメリカ代表団とノルウェー代表団
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との非公式会談の際に、アメリカ代表団は北極評議会を非効率だと批判し、「北極海会議の

ようなより小規模なグループの方が政治的な議論によりつながるかもしれない」と主張し

ていた（Rahbek-Clemmensen and Thomasen 2018）。加えて、北極評議会の開催国のデンマ

ーク外相のムラーは、北極海会議での内部審議において、北極政策フォーラムを追加する必

要はないが、同時に「沿岸５カ国のフォローアップ会議の可能性を排除できない」と強調し

（Rahbek-Clemmensen and Thomasen 2020）、北極評議会とは別に、沿岸 5 か国による恒

常的なフォーラムを作ることに価値を見出しつつあった。さらに、後述する通称チェルシー

会議の事例からも明らかなように、カナダも沿岸 5 か国によるフォーラムの運用を進めよ

うとしていた。 

しかし、こうした各国の姿勢は 2010 年を境に変化を見せる。象徴的だったのは、アメリ

カだろう。2009 年にブッシュが退任し、バラク・フセイン・オバマ 2 世（Barack Hussein 

Obama II）が大統領に就任して以降、政策態度が一変したからである。カナダが 2010 年に

沿岸５カ国による閣僚会議（以下：チェルシー会議）を開催した際も、アメリカは、チェル

シー会議での新たな枠組みの作成に対する不同意を公然と表明した（Rahbek-Clemmensen 

and Thomasen 2020）。ヒラリー・クリントン国務長官は、予定されていたプレスイベント

に参加しなかった。彼女の署名入り文書には、「北極圏の問題に関する重要な国際的議論に

は、この地域に正当な利害関係を持つ人々が参加すべきだ」（Rahbek-Clemmensen and 

Thomasen 2020）と記されており、沿岸 5 か国に限定したフォーラムに対する否定的な態

度を読み取ることができる。また、新たな会議や宣言が、北極海会議やイルリサット宣言を

弱体化させることを恐れ、アメリカだけでなく、他の沿岸国の政策立案者も、別の会議を招

集する必要性に懐疑的であった。ブッシュ政権期に沿岸 5 か国のフォーラム形成に前向き

だったアメリカは、オバマになって北極評議会を卓越した地域フォーラムとして支持する

ようになり、特に、地域の意思決定に先住民を含めることをより重視するようになった。 

先住民をどう扱うかという論点は、施策の気脈に流れていたといっていい。ブッシュ政権

はこの観点から北極評議会を非効率的なものとみなし、沿岸 5 か国を地域的な代替手段と

して用いることを検討したが、オバマ政権は、2010 年のチェルシー会議への反対に代表さ

れるように、先住民の排除を伴うことから、このような動きに反対したのである。オバマ政

権下の 2013 年に公表した「北極地域のための国家戦略（National Strategy for the Arctic 

Region）」によると、近年の北極評議会の成果を評価した上で、「アメリカは、北極評議会を、

その現在の任務の範囲内で、相互の利益となる無数の問題についての北極圏諸国の協力を
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促進するためのフォーラムとして、引き続き重視していく」(White House 2013)と述べられ

ている。このようにして、北極評議会と別立てで組織された北極海会議とその後継の枠組み

は、オルタナティブとしての機能を失った。 

もっとも、チェルシー会議以降、沿岸 5 か国の枠組みは、政府間のハイレベル・フォーラ

ムとしての役割は果たせなくなったが、実務者レベルの合議機関に「ダウンスケール」した

上で、継続実施されていることには留意したい。この合議体は、「高邁な原理（high-minded 

principles）はあまり重視されず、むしろ北極海が直面する現実的な課題に対する効果的な

解決策を見出すことに焦点が当てられていた」（Rahbek-Clemmensen and Thomasen 2020）。

こうした役割の変更によって、北極海会議（もしくは類似の枠組み）に対する沿岸 5 か国の

みならず、それ以外の北極圏諸国からの批判は、弱まっていった。また、この合議体は、大

陸棚に関する協議など、沿岸 5 か国に関係する専門的な（technical）な問題を扱っているた

め、「先住民や地域住民を代表する組織や沿岸地域以外の国家はこれらの問題にほとんど関

心を持たず、参加することを要求しなかった」（Rahbek-Clemmensen and Thomasen 2020）

という。この限りでは、北極海会議やチェルシー会議と同様に、実務者レベルの合議体にお

いても、先住民は不在であり続けている。 

加えて、上記合議体とは切り離された形で、イルリサット宣言から 10 年後の 2018 年に、

第２回北極海会議（Ilulissat Two 以下：イルリサット 2）が開催されたことに触れておく必

要があるだろう。イルリサット 2 では、フィンランド、アイスランド、スウェーデン、そし

て 6 つの常時参加者、北極評議会事務局長に招待状が送られた(Jacobsen 2020)。しかし、

招待状は全ての利害関係者に送られたわけではなかった。イルリサット 2 には、北極圏 8 カ

国に加え、グリーンランドとフェロー諸島、イヌイット環極北会議とサーミ評議会は参加し

たが、北極評議会を構成する他の 4 つの常時参加者（先住民団体）は招待を受けなかった。

また、北極評議会のオブザーバーにも招待状が届かなかった(Jacobsen 2018)。2008 年の北

極海会議の時に比べて、会議に招待されたアクターは拡大したが、その実質は依然として限

定的なものだった。もっとも、イルリサット 2 は、北極評議会のような閣僚会議でも、北極

海会議の後継としての合議機関でもなく、新たな合意を期待するような役割を持っていな

かった。あくまでも、10 年前に合意された約束と原則を再確認するための機会として位置

付けられた（Breum 2018）。クレメンセンとトマセンによると、イルリサット 2 は具体的な

内容の乏しい象徴的なイベントであり、この会合では現実的な結果を招く多国間の決定が

なされることはなかった（Rahbek-Clemmensen and Thomasen 2018）。実際に、イルリサッ
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ト 2 の「ステーク(stakes）の弱さは、デンマーク、グリーンランド、フェロー諸島のみが外

務大臣を派遣し、他の国は下級大臣や北極大使が代表を務めたことで表されている」

（Rahbek-Clemmensen and Thomasen 2018）。デンマークと他の国との温度差ははっきり

していた。グリーンランドとデンマークは、アメリカ国務長官レックス・ティラーソン（Rex 

Wayne Tillerson）やロシア外相セルゲイ・ラブロフ、その他すべての北極圏の外務大臣を

招待する動きを見せていたにもかかわらず（Breum 2018）、それがかなわなかったからであ

る。ここから推察されるのは、イルリサット 2 が、ブレウムが指摘していたような「北極圏

で大規模かつ強力な会議」（Breum 2018）ではなかったことである。 

それでは、北極海会議の成果であるイルリサット宣言は、その後、どのように扱われるよ

うになったのか。北極海会議に居合わせたロシア高官によると、「イルリサット宣言はフラ

ンスのワインのようなものだ」（Breum 2018）と述べたという。ここには、年を重ねるごと

に良くなっていく、成熟していくという意味が込められており、イルリサット宣言を肯定的

に受け止めていることが分かる。イルリサット宣言は、「当初、北極圏の国々との距離を縮

めるものではなかった」（Breum 2018）が、前述のクレメンセンとトマセンが結論づけるよ

うに、北極圏のすべての主要なプレーヤーは、たとえ目の前の問題をすべて解決できる枠組

みではなかったとしても、イルリサット宣言の価値を認識するようになったと主張してお

り、当該宣言の有効性を認めている（Breum 2018）。つまり、北極条約を作らないことと、

既存の枠組みから多様なインシデントを処理していくこととが合意事項である旨確認され

ている。 

他方で、イヌイット環極北会議が 2009 年４月に発表した「主権に関する環極北イヌイッ

ト宣言（A Circumpolar Inuit Declaration on Sovereignty、以下：イヌイット宣言）」には、

「イルリサット宣言が先住民の特別な権利を付与する制度（例：UNDRIP）を認めず、北極

海沿岸５カ国の決定にイヌイットが関与するためのメカニズムを構築していない」

（Rahbek-Clemmensen and Thomasen 2018）と明示的に述べられており、真逆の評価を下

した。 

評価の分かれ目は、イルリサット宣言を北極海会議の成果物として捉えるのか、そこから

切り離して宣言の内容を普遍化させるのか、といったところにあるのかもしれない。この二

分法は、イルリサット宣言を過程から評定するのか、結果（中身）から価値付けるのか、と

言い換えることもできよう。先述のロシア高官の発言は、イルリサット宣言を北極海会議の

成果として――つまり結果のみを取り出して――、それを普遍化させていくことに重きを
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置いているのに対して、イヌイット環極北会議の声明の根源には、イルリサット宣言の構築

過程に、先住民からのインプット（声）の機会が保障されなかったことへの異議申し立てが

あったと言えるからである。北極海会議の成果の普遍性は明らかである。また、既述のよう

に、海国境は陸国境に比して解決のモメンタムが失われやすいことを鑑みれば、2008 年時

点で秩序構築に向けた合意を取り付けたことの意義も論を俟たない。問題は、関係主体を制

限したり、宣言の中身に国益が反映されたりするなど（先住民の権利が後景に退くなど）、

やや強引な形で合意が取り付けられたことにあるのだろう。ブレウムはこうした一連のプ

ロセスを「政治的で外科的（surgical）」と表現している（Breum 2018）。 

終わりに 

  2022 年 2 月、ロシアがウクライナに侵攻し、北極の国際情勢は急変した。輪番制を採る

北極評議会の議長国は、2021 年 5 月よりロシアであった。2022 年３月、ロシアを除く北極

圏 7 カ国が評議会のボイコットを宣言した。その後、同年 6 月に７カ国だけで活動を再開

したが、評議会は事実上、機能が停止した。また、ウクライナ危機は、先住民にも影響を与

え、「気候変動や生物保護などあらゆる分野でロシアとの協力は凍結され、新たな『鉄のカ

ーテン』は国境をまたいで居住する先住民を分断しつつある」（時事通信 2022）と報道され

た。時事通信の記事によると、サーミ評議会傘下のロシア側の団体は、ウクライナ侵攻を支

持する声明を発表した。これに対して、総本山であるサーミ評議会は、ロシア側団体との交

流凍結を決定した。ウクライナ情勢が先住民の草の根の関係にも影響を与えている。 

こうした直近の事例から読み取れるのは、紛争や領有権主張、安全保障のような国家の利

害に直結する事柄が先鋭化すると、先住民などのアクターの利害に波及（spill-over）すると

同時に、国益との非対称性がより際立つということだろう。その意味で、国家間の権力関係

は国
．

際関係を規定している、という素朴だが重要な論点が今あらためて私たちの眼前に突

き付けられたことになる。 

本論文での要点は、インプット正当性と流動性の関係だった。インプット正当性と流動性

はトレードオフ的な関係にある。インプット正当性を高めるには、多種多様なアクターが意

思決定に関与することが必要である。北極において、先住民は非国家の重要な存在であり、

インプット正当性の根拠となって、多声性を担保することにもつながり、民主主義の観点か

らも重要な要素となってきた。しかし、インプット正当性を高めることは、利害関係者の多

さ故、意見の集約や方向性の差異などによって、議論が硬直化し得る。そのため、意思決定
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が流動的になり、決められない政治をまねくという弊害もあることが分かった。 

2022 年の秋に、イギリスの出版社「ハーパーコリンズ（HarperCollins）」によって、今年

の単語として「permacrisis」が選ばれた(NHK 2022)。この単語は「parmament＝永久的な」

と「crisis＝危機」という言葉が組み合わさった造語で、「破滅的な出来事が続くなどして長

期にわたり不安定で安心できない状態」と定義される(NHK 2022)。単語の背景にはウクラ

イナ危機や新型コロナウイルス感染症の世界的流行などで危機的な状態が続いていること

がある。この情勢は北極の現時点の状況に当てはめることができうる。 

北極評議会の機能停止に代表される北極政治の凍結
．．

は、刻々と変化する北極の現状を鑑

みて、決して許容されるものではない。この状況を打開する現実的な
．．．．

一手は、今回の卒業研

究から得られた知見を活用することで見えてくるかもしれない。それは、インプット正当性

をより高めていく上で、比較的安定した協議の基盤を出来るだけ早期に、いかにして構築す

るか、という論点である。北極海会議の事例から帰納的に導出される解の一つは、協議に参

加するアクターに、一時的に一定の制約をかけ、折衝する過程にかかるコストを下げた上で、

打開策の土台形成を行うというものである。そのためには、一時的にインプット正当性の程

度を下げてでも、より深度の深い議論を導くためのお膳立て（set the stage）を行うことに

プライオリティを置くことが優先されなければならない。不安定化し、凍結した北極政治が

どのように雪解けをしていくのか、これからも関心を持って、注意深く見ていきたいと思う。 

 

 

1 国連海洋法条約（正式名称: United Nations Convention on the Law of the Sea（海洋法に

関する国際連合条約））は「海の憲法」とも呼ばれ、その内容は，極めて包括的なもので

ある。同条約は 10 年間にわたる交渉を経て 1982 年に採択され，1994 年に発効した。

2020 年 7 月現在、167 の国と EU が締結している。 

2 オタワ宣言 第１条（b）に記載。「The Arctic Council should not deal with matters 

related to military security.」 

3 オタワ宣言 第 2 条に記載。「The category of Permanent Participation is created to 

provide for active participation and full consultation with the Arctic indigenous 

representatives within the Arctic Council.」 

4 オタワ宣言 第 7 条に記載。「Decisions of the Arctic Council are to be by consensus of 

the Members.」 

5 北西部グリーンランドに置かれている北極圏最大規模の米軍基地＝チューレ空軍基地近

くのコミュニティから先住民を強制移住させたことなど。 
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6 カナダのノースウェスト準州（the Northwest Territories）のイヌヴィアルイト

（Inuvialuit）のリーダーである。 

7 軍事・安全保障に関するハイポリティクスは扱わずに、北極圏の共通課題、特に持続可

能な開発と環境保護を扱うこと。 
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